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小規模事業所の紙資源無料回収
　市内小規模事業所から排出されるダンボール
や新聞、OA 紙などの紙資源は、一定の条件を
満たすと、登録制の無料回
収が利用できます。
　登録の条件や申請の方
法は以下の通りです。
　事業所ごとにごみの減
量・分別の取り組みをお願
いします。

登録可能な事業者の業種と規模
▽卸売業、小売業、飲食店、サービス業は従業
員５人以下
▽製造業、宿泊業、娯楽業、その他業種は従業
員 20 人以下
※常時雇用で月 18 日以上勤務の従業員の数

回収の条件など
▽ダンボール、新聞、雑誌 ( 雑紙 )、OA 紙を
種類ごとに分別した状態で汚れていないこと
▽月曜日から金曜日 ( 祝日含む ) のうち月 1 回
から最大で週 2 回まで選択可

登録の流れ

問合せ　環境業務課へ

事業所
訪問・登録

収集依頼適切な排出

指定日に回収

回収の
報告・調整

申請・相談
摂津市

回収業者

５月のごみ・資源収集日程
問合せ　環境業務課 ☎ 072（634）0210 へ

地 域
ステーション収集（地域で決められた場所）

もやせる
ごみ

もやせない
ごみびん、缶、

食品トレイ
古紙
古着 ペットボトル
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千里丘 1・2、千里丘 3 の 1 ～ 7 番・
15 番・16 番、千里丘東 1・2 8 日㊋、22 日㊋ 9 日㊌ 1 日㊋、15 日㊋

毎
週 
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・
㊍
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日
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・
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㊌

千里丘 3 の 8 ～ 14 番、千里丘 4
～ 7、千里丘新町 8 日㊋、22 日㊋ 9 日㊌ 4 日㊎、18 日㊎

千里丘東 3 ～ 5 11 日㊎、25 日㊎ 9 日㊌ 1 日㊋、15 日㊋
庄屋 1・2、東正雀、南千里丘、三島
3 の 14 番 11 日㊎、25 日㊎ 9 日㊌ 4 日㊎、18 日㊎

正雀本町 1・2、正雀 1・2 1 日㊋、15 日㊋ 23 日㊌ 8 日㊋、22 日㊋
正雀 3・4、三島 1・2、三島 3（14
番除く） 1 日㊋、15 日㊋ 23 日㊌ 11 日㊎、25 日㊎

桜町 1・2、学園町 1・2、鶴野 1 ～ 4 4 日㊎、18 日㊎ 23 日㊌ 8 日㊋、22 日㊋
香露園、昭和園 4 日㊎、18 日㊎ 23 日㊌ 11 日㊎、25 日㊎
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北別府町、浜町、東別府 1 ～ 5 14 日㊊、28 日㊊ 2 日㊌ 7 日㊊、21 日㊊
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別府 1 ～ 3 14 日㊊、28 日㊊ 2 日㊌ 3 日㊍、17 日㊍
南別府町、西一津屋、一津屋 1 ～ 3 10 日㊍、24 日㊍ 2 日㊌ 7 日㊊、21 日㊊
鳥飼和道 1・2、東一津屋、新在家
1・2、鳥飼八防 1、鳥飼八防 2（8・9
番除く）、鳥飼西 5 の 3・4 番

10 日㊍、24 日㊍ 2 日㊌ 3 日㊍、17 日㊍

鳥飼西 1 ～ 4、鳥飼西 5（3・4 番除
く）、鳥飼八防 2 の 8・9 番 7 日㊊、21 日㊊ 16 日㊌ 14 日㊊、28 日㊊

鳥飼野々 1 ～ 3、鳥飼本町 1 ～ 5 7 日㊊、21 日㊊ 16 日㊌ 10 日㊍、24 日㊍
鳥飼下 1 ～ 3、鳥飼中 1 ～ 3 3 日㊍、17 日㊍ 16 日㊌ 10 日㊍、24 日㊍
鳥飼新町 1・2、鳥飼銘木町、鳥飼上
1 ～ 5、鳥飼八町 1・2 3 日㊍、17 日㊍ 16 日㊌ 14 日㊊、28 日㊊

大型可燃
は金曜日

大型可燃
は木曜日

（赤字は祝日）


